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　庄原市は広島県と島根県の県境にある中山間地域で、市中心部から観光地へアクセスしづらく、加えて、過疎化
による公共交通の空白地が増加しており、地域における「足」の確保が課題となっている。
　このため、同所が中心となって、産学官連携による「庄原MaaS検討協議会」を設置。国土交通省や経済産業
省の採択を受けて、2019年度から、①AIデマンドバスを活用した過疎地域の交通サービスの導入試験（地域生
活交通MaaSプロジェクト）、②AIデマンドバスを活用した駅から観光地への二次交通の提供・観光地内を回遊す
るゴルフカート型のグリーンスローモビリティ（GSM） の導入試験（観光MaaSプロジェクト）、③アプリのみを
使い運行を行ったデマンド交通の運用試験（完全MaaSアプリ運行プロジェクト）等を精力的に実施している。
　また、中山間地のため狭小な農場が点在していることに加え、高齢化や人口減少が著しく、農業・酪農の機械
化による作業効率化・生産性向上が大きな地域課題となっている。このため、同所では、市内に立地する県立広
島大学（庄原キャンパス）等との連携のもと、農林水産省の助成を受けて、スマート農業・酪農の推進のため実
証実験を行っている。
　2019年度は、同大学や農業生産法人と連携し、ドローンによる農薬散布、自動収穫機等、AIやIoTを活用し
たスマート農業の実証実験、2020年度は、同大学や酪農会社と連携し、搾乳ロボットを併用したハイブリッド酪
農の実証実験をそれぞれ実施した。さらに、今年度（2021年度）は、これまでのMaaS実証実験で得られた知
見を活かし、全国初の「農業版MaaS」（AaaS:Agriculture as a Service）として、スマートフォンでアクセ
スする新システムを用いてドローン等のスマート農機具の所在・運
用の一括管理を行い、効率的・効果的な農機具のシェアシステムを
確立し、農機具の導入コスト削減や、農業経営の広域連携を通じた
生産面積・売上高の向上を目指すための実証実験を実施している。
　同所が、地域課題解決のため、地域の交通事業者・観光協会や
大学・農業者等をコーディネートし、最先端の技術を用いたこれら
の実証実験に果敢に取り組み、商工会議所の存在感を高めているこ
とは、高く評価できる。

庄原商工会議所
〜次世代を見据えたスマートモビリティ
� やスマート農業・酪農の推進〜

　この度、当所の事業内容が高く評価され、
日本商工会議所より表彰していただきました。

Information

日本商工会議所より表彰されました

文章は、日本商工会議所「CCIスクエア」より転載しました。
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開催
します

主催／庄原商工会議所（一般卸小売商業部会、観光サービス部会）　後援／庄原市
お問合せ先／庄原商工会議所　庄原市東本町一丁目2-22　☎0824-72-2121

庄原商工会議所の会費が
口座振替へ変更可能になりました
（手数料がかかりませんのでぜひご利用下さい）

ご希望の方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

10月5日付で今年度会費の再請求書を送付しておりますので、
お支払いいただきます様お願いいたします。
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庄原市雇用維持支援助成金庄原市雇用維持支援助成金
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和３年３月から令和３年９月までのいずれか２ヵ月（連続していなくても
可）の売上が、それぞれ前年、又は前々年の同月比で30％以上減少した事業者を支援します。

　●助成額●�（上限1,000万円）
（１）市内の事業所に勤務する被用者が１人以上いる場合対象となる被用者数×10万円
（２）被用者がいない場合 （専従者などがない場合）１事業者につき５万円
（３） 被用者はいないが、専従者給与を支払っている個人事業主、もしくは同居の親族を従業員として雇用している法人の場合（役員として

の雇用は除く）１事業者につき10万円
※被用者とは、市内の事業所で働いている者で、かつ、売上が減少した２か月のうち、早い方の月末において 、 継続して２か月以上の雇用保険期間がある者です。

１．対象事業者
●市内に事業所を置く個人事業主又は市内に事務所若しくは事業

所を有する法人であること
　※事業所：本店（本社）又は本店以外の工場、店舗等も含む
●営利を目的として専業で事業を営んでいる個人事業主
●前年までの３年のうち、いずれか１年でも確定申告における事業

収入の額が120万円以上あること

２．助成要件
（１）事業所要件及び減収要件
① 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和３年３月から令和３年９月までのいずれか２ヵ月（連続していなくても可）の売上が、それぞ

れ前年、又は前々年の同月比で30％以上の減少　 ※法人の場合は法人全体の事業収入、個人事業主は事業収入及び不動産収入を対象とします。
②申請日時点で３月以上事業を行っており、今後も市内での事業を継続すること
③市税の滞納がないこと
（２）雇用に関する要件等
①雇用保険適用事業所の事業主であること
②申請日時点で労働保険料（雇用保険料及び労災保険料）の滞納がないこと
③令和３年３月１日から申請日までに、新型コロナウイルス感染症の影響により、被用者を解雇していないこと （確認させていただく場合が
　あります）
④当該被用者は、今後も引き続き６カ月以上は雇用する者であること
⑤ 対象の被用者は、市内の事業所で週の所定労働時間の2/3以上を勤務しており、減収した２か月のうち、早い方の月末において、自社で

継続して２カ月以上の雇用保険期間を有していること
⑥市内の事業所に勤務する被用者がいること

３．申請�期間・申請方法等
（１）申請期間　令和３年１０月１日（金）～令和３年１１月３０日（火）（消印有効）
（２）申請方法　郵送申請または窓口申請
　　※感染拡大防止のため、郵送申請にご協力ください。

申請書提出先
〒727-8501 広島県庄原市中本町一丁目10-1
庄原市役所　企画振興部 商工観光課 商工振興係 宛

●庄原市役所
　□本　庁　商工観光課 商工振興係（庄原市中本町一丁目１０-1）
　☎０８２４-７３-１１７８
●市内商工団体
　□庄原商工会議所（庄原市東本町一丁目２-２２）
　☎０８２４-７２-２１２１

□備�北�商�工�会（庄原市西城町西城１９７-３）
　☎０８２４-８２-２９０４
□東城町商工会（庄原市東城町川東1175）
　☎０８４７７-２-０５２５

《制度や申請に関する問い合わせ先》

　 以下の要件のいずれかに当てはまる場合は、助成の対象外となります。
　▶政治団体、宗教上の組織または団体
　▶市税及び労働保険料を滞納している者
　▶暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者や風俗営業を営む者
　▶公共的団体及び公立学校や公立専修学校
　▶市外で事業を営む（市外に事業所を置く）個人事業主

Information
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新型コロナウイルス感染症感染拡大防止事業補助金新型コロナウイルス感染症感染拡大防止事業補助金
　●補助金の内容●（補助対象経費の３/４以内・上限30万円）

（補助回数は第２次延長分において１回限り。消費税・振込手数料は補助対象経費から除く。補助額の千円未満の端数は切捨て）
１．対象事業者
　▶市内に主たる事業所（店舗）を置く中小企業及び個人事業主または、市内支援団体等
　※日本標準産業分類における市の指定する業種（別記対象業種表を参照）が対象となります。

２．対象経費・対象期間
　対象経費：飛沫感染予防、接触感染予防、換気による感染予防に必要な経費 （下記の補助対象経費を参照）
　対象期間：令和３年４月１日（木）～令和３年９月３０日（木）

上記の期間に実施し、支払いが完了した経費を対象とします。但し、新型コロナウイルス感染症の感染予防のための工事に対する経費
は、令和３年９月30日までの間に工事着手し、令和３年11月30日までに支払いが完了したものであれば補助対象経費とします。

３．申請期間・申請方法
　▶申請期間：令和３年１０月１日（金）～令和３年１１月３０日（火）（消印有効）
　▶申請方法： 郵送申請または窓口申請　※感染拡大防止のため、 郵送申請にご協力ください。

■補助対象経費

飛沫感染予防対策

使い捨てマスク、フェイスガード、アクリル板、ビニールカーテン、防護スクリーン、空気清浄機（製品名が空気
清浄機であるものに限る）
トイレ洋式化
注意１　常時不特定多数（来客等）が使用するトイレに限る。従業員用は対象外。
注意２　和式から洋式への改修のみ対象です。既に洋式トイレであるものを機能向上などのために改修する費用は対象外。

接触感染予防対策

消毒用アルコール類、非接触消毒液ディスペンサー類、非接触体温計、サーモカメラ、除菌シート、手洗い用石鹸
液、足踏み式消毒液スタンド、使い捨て手袋
手洗い場の非接触蛇口
注意３　常時不特定多数（来客等）が使用する場所に限る。従業員用は対象外。
　　　  但し、保健所の指摘等により必要な場合は補助対象経費とします。
注意４　既に非接触蛇口であるものを機能向上のために付け替える費用は対象外。

換気による感染予
防対策換気による
感染予防対策

換気扇（古いものを新しくする付け替えは対象外）
注意５　常時不特定多数が使用する場所に限ります。従業員用は対象外。
サーキュレーター
注意６　扇風機は単に『涼をとる機械』のため対象外です。但し商品に「サーキュレーター機能」があれば補助
対象経費とします。商品説明書等を一緒に提出してください。

■補助対象にならない経費
汎用性等を考慮し対象
としない資産・備品等

（例） 車両、パソコン、タブレット、スマートフォン、エアコン （換気機能、空気清浄機能、除菌機能があるものも対象外）、
加湿除湿器、扇風機、オゾン発生器、光触媒コーティング、食洗器、乾燥機、洗濯機、網戸など

事業拡大や営業活
動のための経費

（例） 作業場等の新設・改修工事費、ＨＰやＥＣサイト作成費、広告掲載費、チラシ作成費、印刷用消耗品費、テ
イクアウト用消耗品費、看板・のぼりなど

他の補助制度等により
助成を受けている経費

（例） 広島県が行った 「飲食店における新型コロナウイルス感染症予防対策事業費補助金」 や 「飲食店おけるパーテー
ション設置促進補助金」 の活用により補助対象期間中に購入したアクリル板や非接触体温計、換気扇など

その他 （例） 人件費、家賃等の固定経費、損失補填、借入に伴う支払利息、公租公課（税など）、不動産購入費、飲食接待費、税
理士等に支払う費用、雇用削減を伴う事業経費、その他公的資金の使途として社会通念上不適切と認められる費用など

申請書提出先　〒727-8501 広島県庄原市中本町一丁目10-1　庄原市役所 企画振興部 商工観光課 商工振興係 宛
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Information

会員情報

庄原商工会議所  会員情報担当  梶谷お申込み・お問合せ

このコーナーは会員さんが自由に使っていただけます。会社（事業所）・お店の紹介をしませんか?

こんな 　　　 やってま～す！

無料

仕事

遠慮なくなんでもお問い合せ下さい。

●営業時間：18：00～22：00
●定 休 日：月・火曜日

〒727-0013 庄原市西本町2-23-8　TEL・FAX 0824-74-6428

　2021年8月にOPENいたしま
した。
　食堂気分で気軽に来店してい
ただきたく季節料理や創作料理
をメインにした小料理と豊富なド
リンクメニューの居酒屋です!!
　食堂という名と店内の雰囲気
と料理内容のギャップをお楽し
み下さい。
　メニュー以外の注文も出来る
物は対応します。

四葉食堂

「芸備線に乗ってカープの応援に行こう」「芸備線に乗ってカープの応援に行こう」

　　をを開催しました。開催しました。

　9月30日に緊急事態宣言が解除され無事開催することが
でき、44名のカープファンに参加頂きました。
　芸備線の在り方についての再認識が必要となっている現
在、一番大切なのは市民と列車の距離感だと思います。
　このようなイベントを通じてより一層使い易い身近な芸備
線として利用者数を増やし、永く庄原市の主要交通機関とし
て在り続けてもらいたいと思います。

芸備線利用

促進イベント

〈10月2日〉庄原市役所市民生活課主催の
芸備線利用促進イベントを開催しました。
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売上高

全 企 業

製　  造

小　  売

建　  設

卸　  売

サービス

採算 仕入単価 従業員業況 資金繰り販売単価
前
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比

見
通
し

前
年
比

見
通
し

前
年
比

見
通
し

前
年
比

見
通
し

前
年
比

見
通
し

前
年
比

見
通
し

前
年
比

見
通
し

全　　国
中　　国
全　　国
中　　国
全　　国
中　　国
全　　国
中　　国
全　　国
中　　国
全　　国
中　　国

項目別

産業別

特に好調 （50＜DI） 好　　調 （25≦DI＜50） まあまあ （0≦DI＜25） 不　　振 （▲25≦DI＜0） きわめて不振（DI＜▲25）

※上記マークを参考にして景況早見表をご覧下さい。

景況早見表

上記通常マル経融資の限度額に加え、別枠1,000万円が設けられました。(2,000万円＋1,000万円＝3,000万円）

こちらの別枠部分（1,000万円）については、当初3年間は通常の利率から0.9％低減されます。
（1.21%－0.9%＝ 0.31％ となります。）
加えて、制度拡充され、低減利率の適用期間中は利子補給制度（実質無利子化）の対象になります。
また、この別枠の1,000万以内であれば既存借入の惜り換えにも低減利率、利子補給が適用されます。
但し、適用には条件がございますのでご利用の際はお問い合わせください。

◎マルケイ融資（小規模事業者経営改善資金）
　融資限度額2,000万円　但し、1,500万円を超える場合は事業計画書の提出が必要です。
　（運転資金：7年以内・設備資金：10年以内）
　金　　利 1.21%（10/1現在）
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仕出し・お弁当　承ります
園内配達致します

〒727-0022 広島県庄原市上原町1300
ご予約・お問い合わせ  TEL 0824-72-7211


